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公正取引委員会からの排除措置命令について

当社は、平成26年１月31日、公正取引委員会から下記内容の排除措置命令を受けました

のでお知らせいたします。

お客様、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をおかけしたことを

深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、公正取引委員会から命令を受けた事実を厳粛に受け止め、法令

遵守の徹底に努めてまいります。

記

１．措置命令までの経緯

当社は、関西電力株式会社が発注する架空送電線工事の取引に関して、独占禁止法違

反の疑いがあるとして、平成24年11月27日に公正取引委員会による立ち入り検査を受け、

その結果、この度排除措置命令を受けました。

２．措置命令の概要

関西電力株式会社が発注する架空送電線工事に関して、独占禁止法第３条の規定（不

当な取引制限の禁止）に違反する行為を取りやめていることを確認すること等の必要な

措置を講じることを命じられました。

なお、当社は、課徴金の納付命令は受けておりません。

３．今後の対応

当社は、このたびの命令を厳粛に受け止め、コンプライアンスの一層の徹底と再発防

止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

以上


